
法人として営業中
（株式会社・合同会社など）

法人設立から
5年以上経過している

役員等（代表・専務・常務など）
として 5年以上 常勤している

□ 履歴事項全部証明書（または閉鎖事項）
□ 工事の請求書（証明期間分）
□ 通帳（入金が分かるもの）
□ 健康保険証（常勤性の確認）など

法人の役員期間の前職上乗せ
申請会社の役員等期間＋
□前職が他社役員等だったまたは
□個人事業主代表の
期間が合計で5年以上 前職会社が

建設業許可業者であった

法人設立から
5年経過していない

前職は他社役員等
を務めた

前職は個人事業主の
代表を務めた

□ 申請会社と前職会社の
　履歴事項全部証明書（または閉鎖事項）
□前職会社の就任時の建設業許可証及び
　決算変更届（受付印）
□ 工事の請求書（証明期間分）
□ 通帳（入金が分かるもの）

前職会社が
建設業許可業者ではない

□ 履歴事項全部証明書（または閉鎖事項）
□5年分の 工事の請求書（証明期間分）
□ 通帳（入金が分かるもの）
□確定申告書受付印あり
※前職会社から原本を借りる必要ああり
□ 健康保険証（常勤性の確認）など

□履歴事項全部証明書（法人）
□個人事業主確定申告書
※事業所得となっていること
□5年間の請求書
□通帳（入金の分かるのお）
□健康保険証（常勤性の確認）など

確定申告をしている

個人事業主として営業中

確定申告している
5年以上受付印のあるもの

□個人事業主確定申告書（5年以上）
※事業所得となっていること
□5年間の請求書
□通帳（入金の分かるのお）
□健康保険証（常勤性の確認）など

個人事業主として
5年以上経過していない

個人事業主として
5年以上経過している

事業所得とし
確定申告をしていない

事業所得とし
確定申告をしていない

役員等として
5年以上経過していない

現在の事業体制

経営業務管理責任者の条件

※本資料は、建設業許可制度の一般的な考え
方をもとに、行政書士としての実務経験を踏
まえて整理したものです。


